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（趣  旨） 

第１ この実施細目は、建設局各事務所長優良工事等公表要綱（以下「要綱」

という。）第８の規定に基づき要綱の実施に関し必要な事項を定める。 

 

（公表及び賞状の授与の対象） 

第２ 要綱第２に定める「優良工事等」とは、当該年度の選定基準により選定

された工事等とする。 

 

（公表及び賞状の授与の実施） 

第３ 公表及び賞状の授与は毎年度１回行い、公表の期間は１箇月程度を目途

とする。 

 ２ 授与する賞状は、別記第１号様式によるものとする。 

 ３ 要綱第３の１に定める掲示は、別記第２号様式により所契約担当課にお

いて行うとともに、別記第３号様式により総務部用度課において行うもの

とする。 

 

 

 



（選定の手続） 

第４ 課長は、所管の工事等のうち、要綱により選定する必要があると認める

ものがあるときは、十分調査検討の上、別記第４号様式により理由を付し

て所長に推薦するものとする。 

 ２ 課長は、推薦に当たっては、当該受注者等が施行した他の工事等の成績

も考慮し、選定が適正かつ公平に行われるよう十分留意しなければならな

い。 

 

（優良工事等の決定の報告） 

第５ 所長は、優良工事等が決定した場合、速やかに「別記第５号様式」（事

務所長公表報告書）により建設局長に報告するものとする。 

 

（優良工事等の取消し） 

第６ 所長は、優良工事等として公表された工事等のうち、公表後にその当該

工事等において優良工事等にふさわしくない事項が発覚した場合は、委員

会を開催し、これに付議するものとする。 

 ２ 公表の方法は、本細目第３の３に準ずる。 

 ３ 優良工事等の取消し決定の報告は、本細目第５に準ずる。 

 

（要綱の運営に関する事務） 

第７ 要綱の運営に関する事務は、所の庶務担当課で処理するものとする。 

 

   付  則 

  この細目は、令和２年４月30日から施行する。 

 


